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○
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
平
成
五
年
通
商
産
業
省
令
第
四
十
四

号
）

（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
一
条

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
（
商
工
会
及
び
商
工
会
議
所
に
よ
る
小
規
模
事
業
者
の
支
援
に
関
す
る

法
律
（
平
成
五
年
法
律
第
五
十
一
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
市
町
村
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
が
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
都

道
府
県
知
事
（
当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
地
区
及
び
関
係
市
町
村
を
管
轄
す
る
都
道
府
県
知
事
を
い
う
。
次
条
か
ら

第
五
条
ま
で
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
、
様
式
第
一
に
よ
る
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
直
近
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
並
び
に
事
業
計
画
書

二

当
該
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の

他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
の
議
事
録
の
写
し

三

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
経
営
指
導
員
が
次
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面
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（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
に
係
る
経
営
指
導
員
の
要
件
）

第
二
条

法
第
五
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ

い
て
都
道
府
県
知
事
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

第
七
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
経
営
指
導
員
の
要
件
を
満
た
す
者

二

直
近
五
年
以
内
に
小
規
模
事
業
者
に
対
し
て
事
業
継
続
力
強
化
に
係
る
効
果
的
か
つ
適
切
な
指
導
を
行
う
た
め
に
必
要

な
基
礎
的
知
識
及
び
能
力
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小
企
業
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の
を
修
了
し
た
者

２

前
項
の
都
道
府
県
知
事
の
確
認
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
経
営
指
導
員
の
照
会
）

第
三
条

都
道
府
県
知
事
は
、
前
条
第
一
項
の
確
認
の
た
め
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
経
済
産
業

大
臣
に
対
し
、
当
該
確
認
に
係
る
経
営
指
導
員
に
関
す
る
前
条
第
一
項
又
は
第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
結
果
を
照
会
す
る
こ

と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
他
の
都
道
府
県
知
事
又
は
経
済
産
業
大
臣
は
、
当
該
照
会
に
係
る
前
条
第
一
項
又
は

第
七
条
第
一
項
の
確
認
の
結
果
を
当
該
都
道
府
県
知
事
に
通
知
す
る
も
の
と
す
る
。

（
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）
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第
四
条

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
が
法
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
変

更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
都
道
府
県
知
事
に
、
様
式
第
二
に
よ
る
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二

当
該
変
更
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

の
議
事
録
の
写
し

三

当
該
変
更
に
伴
い
第
一
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
書
類

（
認
定
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
公
表
等
）

第
五
条

都
道
府
県
知
事
は
、
法
第
五
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
を
受
け
た
商
工
会

又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
の
名
称
並
び
に
当
該
認
定
事
業
継
続
力
強
化
支
援
計
画
の
内
容
を
公
表
す
る
と
と
も
に

、
経
済
産
業
大
臣
に
対
し
、
そ
の
旨
を
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処
理
組
織
（
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の

利
用
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
い
う
。
）
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を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。
）
、
書
面
そ
の
他
の
方
法
に
よ
り
通
知
す
る
も

の
と
す
る
。

（
経
営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
六
条

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
が
法
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
認
定

を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
、
様
式
第
三
に
よ
る
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
直
近
の
事
業
報
告
書
、
貸
借
対
照
表
及
び
収
支
決
算
書
並
び
に
事
業
計
画
書

二

当
該
経
営
発
達
支
援
計
画
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の
他
こ
れ

に
準
ず
る
も
の
の
議
事
録
の
写
し

三

前
項
の
申
請
書
に
記
載
さ
れ
た
経
営
指
導
員
が
次
条
第
一
項
各
号
に
規
定
す
る
要
件
に
該
当
す
る
こ
と
を
証
す
る
書
面

（
経
営
発
達
支
援
計
画
に
係
る
経
営
指
導
員
の
要
件
）

第
七
条

法
第
七
条
第
五
項
に
規
定
す
る
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
こ
と
に
つ
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い
て
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
を
受
け
た
者
で
あ
る
こ
と
と
す
る
。

一

商
工
会
若
し
く
は
商
工
会
連
合
会
又
は
商
工
会
議
所
若
し
く
は
日
本
商
工
会
議
所
そ
の
他
商
工
会
議
所
を
構
成
員
と
す

る
団
体
の
役
員
又
は
職
員
で
あ
る
者

二

直
近
五
年
以
内
に
中
小
企
業
診
断
士
の
登
録
等
及
び
試
験
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
二
年
通
商
産
業
省
令
第
百
九
十
二

号
）
第
四
十
条
各
号
に
規
定
す
る
科
目
に
係
る
基
礎
的
知
識
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小
企
業
庁
長
官
が
指
定
し
た
も
の

を
修
了
し
た
者

三

直
近
五
年
以
内
に
地
方
公
共
団
体
の
行
政
事
務
に
係
る
基
礎
的
知
識
に
関
す
る
講
習
と
し
て
中
小
企
業
庁
長
官
が
指
定

し
た
も
の
を
修
了
し
た
者

四

小
規
模
事
業
者
の
経
営
に
係
る
指
導
及
び
助
言
に
関
す
る
三
年
以
上
の
実
務
の
経
験
を
有
す
る
者

五

次
に
掲
げ
る
者
の
い
ず
れ
に
も
該
当
し
な
い
者

イ

心
身
の
故
障
に
よ
り
経
営
指
導
員
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
者

ロ

破
産
手
続
開
始
の
決
定
を
受
け
て
復
権
を
得
な
い
者
又
は
外
国
の
法
令
上
こ
れ
と
同
様
に
取
り
扱
わ
れ
て
い
る
者

ハ

禁
錮
以
上
の
刑
（
こ
れ
に
相
当
す
る
外
国
の
法
令
に
よ
る
刑
を
含
む
。
）
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
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は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ニ

法
の
規
定
に
よ
り
罰
金
の
刑
に
処
せ
ら
れ
、
そ
の
執
行
を
終
わ
り
、
又
は
執
行
を
受
け
る
こ
と
が
な
く
な
っ
た
日
か

ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

ホ

暴
力
団
員
に
よ
る
不
当
な
行
為
の
防
止
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
六
号
に
規
定

す
る
暴
力
団
員
又
は
同
号
に
規
定
す
る
暴
力
団
員
で
な
く
な
っ
た
日
か
ら
五
年
を
経
過
し
な
い
者

２

前
項
の
経
済
産
業
大
臣
の
確
認
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
と
併
せ
て
行
う
も
の
と
す
る
。

（
経
営
発
達
支
援
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
八
条

商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
が
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
経
営
発
達
支
援
計
画
の
変
更
に
係

る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
場
合
は
、
経
済
産
業
大
臣
に
、
様
式
第
四
に
よ
る
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
を
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

２

前
項
の
申
請
書
及
び
そ
の
写
し
に
は
、
次
に
掲
げ
る
書
類
を
添
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

経
営
発
達
支
援
計
画
の
実
施
状
況
を
記
載
し
た
書
類

二

当
該
変
更
に
つ
い
て
議
決
を
し
た
当
該
商
工
会
又
は
商
工
会
議
所
の
総
会
又
は
議
員
総
会
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
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の
議
事
録
の
写
し

三

当
該
変
更
に
伴
い
第
六
条
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
書
類
に
変
更
が
あ
っ
た
と
き
は
、
そ
の
変
更
に
係
る
書
類

（
認
定
経
営
発
達
支
援
計
画
の
公
表
）

第
九
条

経
済
産
業
大
臣
は
、
法
第
七
条
第
一
項
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
認
定
の
日
付
、
当
該
認
定
を
受
け
た
商
工
会

又
は
商
工
会
議
所
及
び
関
係
市
町
村
の
名
称
並
び
に
当
該
認
定
経
営
発
達
支
援
計
画
の
内
容
を
公
表
す
る
も
の
と
す
る
。

（
経
営
指
導
員
要
領
の
作
成
等
）

第
十
条

中
小
企
業
庁
長
官
は
、
第
一
条
か
ら
第
三
条
ま
で
、
第
六
条
及
び
第
七
条
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
経
営
指
導
員
に

よ
る
情
報
の
提
供
及
び
助
言
の
的
確
な
実
施
を
確
保
す
る
た
め
に
必
要
な
事
項
を
定
め
た
要
領
（
次
項
に
お
い
て
「
経
営
指

導
員
要
領
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
も
の
と
す
る
。

２

中
小
企
業
庁
長
官
は
、
経
営
指
導
員
要
領
を
作
成
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
都
道
府
県
知
事
と
協
議
す
る

も
の
と
す
る
。

附

則

抄

（
施
行
期
日
）
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第
一
条

こ
の
省
令
は
、
法
の
施
行
の
日
（
平
成
五
年
八
月
九
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
二
年
三
月
一
六
日
通
商
産
業
省
令
第
三
五
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
二
年
九
月
一
九
日
通
商
産
業
省
令
第
一
七
八
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
様
式
の
改
正
規
定
（
「
通
商
産
業
大
臣
」
を
「
経
済
産

業
大
臣
」
に
改
め
る
部
分
を
除
く
。
）
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
一
八
年
四
月
二
八
日
経
済
産
業
省
令
第
六
三
号
）

抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条

こ
の
省
令
は
、
会
社
法
の
施
行
の
日
（
平
成
十
八
年
五
月
一
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
〇
年
一
二
月
一
日
経
済
産
業
省
令
第
八
二
号
）

こ
の
省
令
は
、
一
般
社
団
法
人
及
び
一
般
財
団
法
人
に
関
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
平
成
二
十
年
十
二
月
一
日
）
か
ら
施
行

す
る
。

附

則

（
平
成
二
六
年
九
月
二
六
日
経
済
産
業
省
令
第
四
七
号
）
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こ
の
省
令
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
平
成
二
六
年
一
一
月
一
〇
日
経
済
産
業
省
令
第
五
六
号
）

こ
の
省
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附

則

（
令
和
元
年
七
月
一
二
日
経
済
産
業
省
令
第
二
十
号
）

こ
の
省
令
は
、
中
小
企
業
の
事
業
活
動
の
継
続
に
資
す
る
た
め
の
中
小
企
業
等
経
営
強
化
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の

施
行
の
日
（
令
和
元
年
七
月
十
六
日
）
か
ら
施
行
す
る
。

様
式
第
一
（
第
一
条
関
係
）

[

略]

様
式
第
二
（
第
四
条
関
係
）

[

略]
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様
式
第
三
（
第
六
条
関
係
）

[

略]

様
式
第
四
（
第
八
条
関
係
）

[

略]


